第６期高知県障害福祉計画・第２期高知県障害児福祉計画について
１　計画の概要　
（１）計画の趣旨・位置付け
　　障害のある人にとって必要な、障害福祉サービス等の提供体制が計画的に整備されることを
目的とする。国の基本指針に則し、障害福祉計画と障害児福祉計画を一体として策定。
　　【根拠法令】障害者総合支援法第89条、児童福祉法第33条の22
　　【計画期間】令和３年から令和５年度までの３年間

（２）目指す方向
　　障害のある人が、日常生活や社会生活において必要な支援を受けながら、可能な限り希望する場所で、その人らしく暮らし、障害のある人もない人も、ともに支え合い、安心して、いきいきと暮らせる社会を目指して、障害の特性に応じた切れ目のないサービス提供体制の整備や、障害児を社会全体で見守り育てる地域づくりに取り組む。

（３）基本的な考え方
　①障害福祉サービス等の円滑な推進
　　・どこに住んでいても安心して暮らせるよう、必要な障害福祉サービス量の確保に計画に
取り組む
　　・サービスに適切な利用を支え、各種ニーズに対応できる相談支援体制の構築に向けて取り組む
　　・障害福祉サービス等に従事する人材の確保、質の向上に取り組む
　②在宅生活等への移行や就労支援
　　・希望する人が地域での暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が
提供される体制を確保するとともに、自立生活に向けた援助や就労支援の充実を図る。
   ③障害のある子どもへの支援
    ・子どもやその家族にとって身近な地域で専門的な支援が早期から受けられるよう、必要な
サービスの確保を図る。
　　・乳幼児期から就労に至るまで関係機関が連携を図り、一人ひとりの状況に応じ一貫した切れ目のない支援体制を構築する。
[bookmark: _GoBack]　　・重症心身障害児や医療的ケア児など、特別な支援が必要な障害のある子どもが身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制を構築する。【成果目標】
１　福祉施設の入所者の在宅生活等への移行
・ 入所施設から在宅生活等に移行する人の目標
・ 施設入所者数の目標

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
・ 精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域に
おける平均生活日数
・ 入院後３か月時点の退院率の目標
・ 入院後６か月時点の退院率の目標
・ 入院後１年時点の退院率の目標
・ １年以上の長期入院患者数の目標

３　地域生活支援拠点等が有する機能充実
・ 各市町村又は各圏域に１ヵ所以上設置
・ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向け、
年１回以上運用状況を検証、検討する体制を確保

４　福祉施設から一般就労への移行等
・　福祉施設から一般就労へ移行する人の目標
・　就労移行支援事業を利用して一般就労する人の数
・　就労継続支援Ａ型事業を利用して一般就労する人の数
・　就労継続支援Ｂ型事業を利用して一般就労する人の数
・　就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者
のうち、就労定着支援事業を利用する人の割合

・　就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の
事業所の割合
・　農福連携により、新規に農業に従事する人の数（年間）

５　相談支援体制の充実・強化
・　相談支援体制の充実・強化に向けた体制を構築する

６　障害福祉サービス等の質を向上するための取り組みに
係る体制の構築
・　障害福祉サービス等の質を向上するための体制を構築する

７　障害児支援の提供体制の整備等の目標
（１）児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実
・　児童発達センターの設置数
・　保育所等訪問支援が利用できる市町村数
（２）重症心身障害児及び医療的ケア児等に対する支援の充実
・　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保
・　主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の
確保
・　医療的ケア児支援の協議の場の設置
・　医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置
（３）難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
・　難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保

